
議案第９号 

   大口町基金条例の一部改正について 

 大口町基金条例の一部を改正する条例を別紙のように定めるものとする。 

  平成２９年３月２日提出 

 大 口 町 長  鈴 木 雅 博   

 （提案理由） 

 この案を提出するのは、大口町ふるさとづくり基金の設置及び管理に関する条例

（平成１１年大口町条例第２１号）を廃止し、同条例により設置している基金を大

口町基金条例（平成２５年大口町条例第４６号）の規定により設置する基金として

集約することに伴い、この条例の一部を改正するため必要があるからである。 





   大口町基金条例の一部を改正する条例 

 大口町基金条例（平成２５年大口町条例第４６号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１学校施設整備事業基金の項の次に次のように加える。 

ふるさとづくり基金  個性的で魅力のあるふる

さとづくりに資する事業の

推進を図るため、町長が必

要と認めた額を積み立て

る。 

１ まちづくり活動を行

う団体が実施する公益

性があると認められる

事業に対する支援に要

する費用の財源として

充てるとき。 

２ まちづくり活動を行

う団体と町との協働事

業の財源として充てる

とき。 

３ まちづくり活動を行

う団体の活動拠点を整

備する事業の財源とし

て充てるとき。 

４ その他町長がふるさ

とづくりに必要と認め

た事業の財源として充

てるとき。 

 別表第３学校施設整備事業基金の項の次に次のように加える。 

ふるさとづくり基金 一般会計 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

 （大口町ふるさとづくり基金の設置及び管理に関する条例の廃止） 
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２ 大口町ふるさとづくり基金の設置及び管理に関する条例（平成１１年大口町条

例第２１号）は、廃止する。 

 （経過措置） 

３ この条例の施行の際現に前項の規定による廃止前の大口町ふるさとづくり基金

の設置及び管理に関する条例の規定により設置されていた大口町ふるさとづくり

基金の積立金額は、この条例による改正後の大口町基金条例の規定により設置さ

れたふるさとづくり基金とみなす。 
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大口町基金条例の一部改正新旧対照表 

新 

別表第１（第２条、第３条関係） 

名称 目的及び積立ての額 処分 

略 略 略 

学校施設整備事業基金 略 略 

ふるさとづくり基金  個性的で魅力のあるふる

さとづくりに資する事業の

推進を図るため、町長が必

要と認めた額を積み立て

る。 

１ まちづくり活動を行う団体

が実施する公益性があると認

められる事業に対する支援に

要する費用の財源として充て

るとき。 

２ まちづくり活動を行う団体

と町との協働事業の財源とし

て充てるとき。 

３ まちづくり活動を行う団体

の活動拠点を整備する事業の

財源として充てるとき。 

４ その他町長がふるさとづく

りに必要と認めた事業の財源

として充てるとき。 

明日のまちづくり基金 略 略 

略 略 略 

旧 

別表第１（第２条、第３条関係） 

名称 目的及び積立ての額 処分 

略 略 略 

学校施設整備事業基金 略 略 

明日のまちづくり基金 略 略 

略 略 略 
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新 旧 

別表第３（第３条、第７条関係） 別表第３（第３条、第７条関係） 

基金の名称 会計名 

略 略 

学校施設整備事業基金 略 

ふるさとづくり基金 一般会計 

明日のまちづくり基金 略 

略 略 

基金の名称 会計名 

略 略 

学校施設整備事業基金 略 

明日のまちづくり基金 略 

略 略 
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